
焼津市議会政治倫理審査委員会【令和 6年 12月 10日】 

 

 

開会 午前１０時００分  

 

１ 出席議員  

 委 員 長  深田ゆり子  副委員長 岡 田 光 正 

 委 員 秋 山 博 子  委 員 川 島 要  委 員 河 合 一 也 

 

２ 欠席議員 

  なし 

 

３ 職務のため出席した者 

  議  員 鈴 木 浩 己 

 

４ 議会事務局出席者 

  局  長 大 石 一 宏  庶 務 課 長 谷澤富美子 

  議事担当主幹 長谷川貴紀  庶務担当主幹 福與由美子 

  

５ 会議に付した事件 

  議題１ 審査請求者からの説明 

議題２ 審査対象者の事実確認の進め方等について 

  議題３ 今後の審査会日程（案）について 

 

 

閉会 午前１０時２０分 

 

 

 

 

 

 

 

 



焼津市議会政治倫理審査委員会【令和 6年 12月 10日】 

 

午前１０時００分 開会 

 

〇深田委員長 ただいまより焼津市議会政治倫理審査委員会を開催いたします。 

 会議に先立ちましてご報告いたします。本日の審査会を傍聴したい旨の申し出があ

り、これを許可しておりますので、ご了承願います。また、報道関係からの写真撮

影等の申し出があり、これを許可しておりますのでお知らせします。傍聴されるす

べての皆様に申し上げます。審査中の私語につきましては慎んでいただくとともに、

入退室につきましても、極力ご遠慮いただきますようお願いいたします。 

これより会議に入ります。 

議題の１「審査請求者からの説明」を、議題といたします。この際、申し上げます。 

本来であれば、審査請求者である１９名全員から説明すべきではありますが、審査

会委員以外の方で、最長期数であります鈴木浩己議員から説明を求めたいと思いま

す。それでは、鈴木浩己議員より、今回の請求の内容についてご説明をお願いいた

します。 

〇鈴木浩己議員 焼津市議会議員 鈴木浩己でございます。今回の審査請求は、議長

と審査請求対象議員を除く１９名からの提出であり、その内の一人として主旨説明

をさせていただきます。まず、審査請求書に記載されている政治倫理基準に違反す

る疑いの１つ目として、令和６年９月２日に開催した議会運営委員会において石原

議員の発言。具体的には、モンゴル国へ視察した件について議会運営委員会の委員

より、「1 人で行かれたのか、訪問団のような仲間と行かれたのか」との質問に対

し、「通訳はいたが、１人で」との回答でありました。しかしながら、関係者から複

数人でいたとの情報、及び本人より政務活動費を使用したいとの申し出があり、政

務活動として公費を支出する関係から市議会事務局が事実確認のためモンゴル国

へ調査を行ったところ、実際には通訳者以外にも同行者がおり、事実と異なる発言

を議会運営委員会という正式な委員会の場でされ、虚偽の疑いがある、ということ

でございます。 

次に２つ目として、昨年 10 月 9 日にブレイキングダウンという、いわゆる格闘技

イベントのオーディションにプライベートで参加された際に、議員バッジをつけ

「焼津市議会議員の石原孝之です」と自己紹介した動画が誰でも視聴できるユーチ

ューブで流され、市内外の方々から市議会事務局や同僚議員へ様々なご意見を頂き

ました。この件につきましては、議員全員をもって構成する議員全員協議会を昨年

10月 20日、11月 9日、11月 20日と３回開催し、同僚議員からのご意見や石原議

員からも意見を伺ったところではありますが、その後の石原議員のＳＮＳによる配



信でも、市民から疑念をもたれています。以上のことから、あわせて１９名から審

査請求をしたものでございます。以上、主旨説明とさせていただきます。 

○深田委員長 ありがとうございました。ただいま、ご説明にもありましたように、

本審査会の委員も審査請求者の１人となっておりますので、以上で、審査請求者か

らの説明を終了といたします。鈴木浩己議員におかれましては退席して頂いて結構

です。ありがとうございました。 

   （鈴木浩己議員退席） 

  

 

次に、議題の２「審査請求者の事実確認の進め方について」を議題といたします。

審査請求者の事実確認の進め方について委員のご意見を求めます。ご意見はありま

すか。岡田副委員長。 

〇岡田副委員長 色々聞いてはいるのですがモンゴル国への渡航内容について、市議

会事務局にある本人とのやり取り、渡航の報告、モンゴルでの行動の記録を確認す

る必要がある。そのための資料があれば公開頂きたい。また議長からは、やりとり

の音声もあると聞いているので、是非とも資料として提供して頂きたいがいかがで

しょうか。 

○深田委員長 ただいま副委員長から、モンゴル渡航関係の書類の確認、事務局との

やり取り、渡航の報告、行動の記録、議長とのやり取りなどの録音など、この様な

関係書類の提出を求めたいとのことですが、事務局いかがでしょうか。 

〇大石議会事務局事務局長 ただいまご指定された資料につきましては、審査上必要

な書類として事務局より提供いたします。 

○深田委員長 ほかにございますか。副委員長。 

〇岡田副委員長 ２つ目に入りますが、ブレイキングダウンオーディションに出場し

た際に市民等からの反響、苦情の電話やメールがあり全協を開催しましたが、その

会議録当然残っていますよね。これについては１９名参加しており内容は承知して

いると考えられますが、公開して頂く形は考えられますか。 

○深田委員長 ただいま副委員長が言われたのは、10月 20日、11月 9日、11月 20

日と開催した全協３回の会議録を公開して頂きたいということでよろしいですよ

ね、事務局どうですか。 

〇大石議会事務局事務局長 ただいまの資料についても提供させていただきます。先

ほども申し上げました資料、すべて審査資料につきましては、委員のみの提供、審

査上必要ということで、委員のみの提供とさせていただきます。その様な範囲での

資料提供というご理解でよろしくお願いいたします。 

○深田委員長 委員のみの配布ということは、プライバシー、個人情報が含まれてい

るということでよろしいでしょうか。 



〇大石議会事務局事務局長 はい。 

○深田委員長 審査資料ということで、委員の皆様に配付して頂けるということにな

りました。他にはどうでしょうか。川島委員。 

〇川島委員 プライベートで、ブレイキングダウンという格闘技イベントのオーディ

ションに参加されているということですが、その際に議員バッジを付け市議会議員

と名乗っている。我々議員にとって議員バッジとは非常に重い意味を持ったものと

自覚をしているが、石原議員も言っているが議員バッジについて特に規程や規約が

無いと発言がありました。ぜひこの際に全国的にいろんな事例あると思いますが、

議員バッジについての規程、規約について、しっかり確認をしていく必要があると

思います。ぜひ資料の提供をお願したいと思います。 

○深田委員長 議員バッジについての規約、規程について全国的な事例を調べてほし

いということですが、これについて事務局どうでしょうか。 

〇大石議会事務局事務局長 全国的な事例等、再度調査させていただき、あるような

場合には資料提供させていただきます。 

○深田委員長 よろしくお願いします。その他どうでしょうか。河合委員。 

○河合委員 事実確認について、当然審査請求者からだけの説明だけでなく、当事者

である本人からの弁明や説明の機会が必要であると思いますので、お願いします。 

○深田委員長 本人から説明する場を設ける必要があるのでは、というご意見です。

次回、第３回目に本人からの説明、意見を求めたいと考えていますが。副委員長。 

〇岡田副委員長 本人を急に呼び出して、来なかった場合も考えられるのでは。とに

かく、我々は本人を呼んで具体的な説明を求めるというような言い方で要求をして

いただきたいが、よろしいでしょうか。 

○深田委員長 具体的に説明を求めるために、第３回目の審査会はそのようにしてい

きたいと思います。河合委員。 

○河合委員 先ほどの審査請求者の鈴木浩己議員の説明の中にブレイキングダウン

の関係で協議会をしているとありましたが、それとは別に、その後の石原議員の

SNSの配信でも市民から疑念が持たれていることがありましたので、この辺もわか

りかねるところがある。先ほどのモンゴルの資料と同時に当局側から提供して頂

ける資料があればお願いしたいがいかがでしょうか。 

○深田委員長 河合委員よりその後の石原議員の SNSの配信など、そういう資料は事

務局で用意ができますでしょうか。 

〇大石議会事務局事務局長 その後の資料につきましても、市民意見箱等、若干あり

ますので資料提供いたします。 

○深田委員長 その後の SNSなど対する市民からの意見箱などへの資料、提供をよろ

しくお願いいたします。その他どうですか。秋山委員。 

○秋山委員 先ほど事務局長から資料、提供して頂く資料について、個人情報、プラ



イバシーに関することは十分配慮してということでしたけれども、こういったもの

については非公開とするとか、確認しておきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○深田委員長 はい。副委員長。 

〇岡田副委員長 今いわれたのは、本人が来られた時に審査会を非公開か公開とい

うことですよね。審査会は基本公開で良いと考えている。我々は審査上必要なの

で、事前に資料などを提供して頂くわけですが、内容確認し判断して、傍聴者や報

道関係の方へ公開か非公開か全員で協議、判断して決定したいと思いますがどう

でしょうか。非公開の場合には傍聴者にはレジュメのみ配付にするとかでいかが

でしょうか。 

○深田委員長 公開か非公開について、岡田副委員長からプライバシーにかかわる

時は非公開となるということなのですが、次回第 3 回目についてはいかがでしょ

うか。 

〇岡田副委員長 第 3 回目は公開というかたちで。ただし内容についてプライバシ

ーにかかわるところがあればそこは非公開とし、ご協力をお願いするかたちにす

ると。 

○深田委員長 次回、第 3 回目については公開で行いますが、委員や本人からの質

問や意見、説明の中でプライバシーにかかわる内容が出た場合には、ストップさ

せていただき非公開とかえさせていただきますので、傍聴者の皆様にはよろしく

ご協力をお願いいたします。その様な方向で第 3 回目は、事前に委員の皆様で関

係書類、配布書類などについて協議する、個人のプライバシーにかかわる内容が

含まれている場合には、非公開の場合や場面もあるとさせていただきます。また

ご本人から審査請求内容について説明を求めて頂きたいということですが、その

ように進めて行くということでご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声） 

 ご異議なしと認めます。よって、次回は関係書類を事務局に提供して頂き、公開す

べきか非公開にすべきかを委員会が判断いたします。また本人からの審査請求内容

について説明を頂くということで決定いたしました。 

  

 

○深田委員長 次に、議題の３「次回の審査会について」を議題といたします。 

次回の開催日時については、年末になりますが、12月 26日（木）午前 10時からと

し、まずは公開とする方向でよろしいでしょうか。なお、ご本人から説明を頂くと

いうことで進めていくということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

では、そのような方向で進めて行くことに決定しました。 



以上で本日の議題は全て終了いたしました。 

これで焼津市議会政治倫理審査会を閉会いたします。  

皆様、ご苦労さまでした。     

 

閉会 午前 10時 20分 

  

 

 


